
※対象外業務 : 障がい者施設における介護業務、住宅型有料老人ホームのみの介護業務（併設の通所介護等の業務は該当）等
※対象外職種 : 管理者、サービス提供責任者、介護支援専門員、生活相談員、事務員、調理員、運転手 等
※職種 : 「主たる業務が介護等の業務を行う職員」が該当する場合があります。




